
第５２号議案 

 

東三河都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の一部改正について 

 

東三河都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例を、次のように制定するものとする。 

 

平成２９年９月６日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

東三河都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

東三河都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の変更に伴い、所要の改正を行うため提案

する。 



東三河都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内における建築物の制限に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

東三河都市計画ラグーナ蒲郡地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例（平成１４年蒲郡市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項第１号中「第４条」の次に「又は第６条」を加え、「第３号」を「次

号及び第４号」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号中「第６条」を

「第７条」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 建築物を建築した後において当該建築物の敷地面積を減少したことにより、

第６条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者

又は占有者 

第９条第２項中「前項第２号」を「前項第３号」に改め、同条を第１０条とする。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に

次の１条を加える。 

（建築物の敷地面積の最低限度） 

第６条 別表ア欄に掲げる地区のうち住商複合地区内においては、一戸建て住宅の

敷地面積は、２００平方メートル以上でなければならない。 

２ 法第８６条の９第１項各号に掲げる事業（以下この項において「当該事業」と

いう。）の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に

建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しなくなるもの又は

現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同

項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用

する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する土地については、この限りでない。 

⑴ 当該事業の施行の際、当該事業の施行による建築物の敷地面積の減少がなく

とも前項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づい

て建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地 

⑵ 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地 

別表を次のように改める。 



別表（第４条―第７条関係） 

ア イ ウ エ 

地区の区

分 

建築してはならない建築物 建築物の外壁等の面

から敷地境界線まで

の距離 

建築物等の

高さの最高

限度 

マリーナ

地区 

次に掲げる建築物 

１ 住宅、兼用住宅、共同住

宅、寄宿舎又は下宿 

２ カラオケボックスその他

これに類するもの 

３ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

４ 劇場、映画館若しくは演

芸場又はナイトクラブその

他これに類するもの 

５ キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

６ 公衆浴場、病院又は診療

所 

７ 老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類

するもの 

８ 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

するもの 

９ 倉庫業を営む倉庫 

１０ 畜舎 

次に掲げる距離 

１ ２ｍ（臨港道路海

陽１号線、臨港道路

海陽２号線又は市

道海陽町１号線に

面 す る もの に 限

る。） 

２ １０ｍ（マリーナ

護岸線に面するも

のに限る。） 

３ １ｍ（隣地境界線

に面するものに限

る。） 

３０ｍ 

海浜緑地

地区 

次に掲げる建築物 

１ 住宅、兼用住宅、共同住

宅、寄宿舎又は下宿 

２ カラオケボックスその他

これに類するもの 

３ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

４ 劇場、映画館若しくは演

芸場又はナイトクラブその

他これに類するもの 

５ キャバレー、料理店その 

３０ｍ 



 他これらに類するもの 

６ 公衆浴場、病院又は診療

所 

７ 老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類

するもの 

８ 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

するもの 

９ ホテル又は旅館 

１０ 図書館、博物館その他

これらに類するもの 

１１ 神社、寺院、教会その

他これらに類するもの 

１２ 小学校、中学校、高等

学校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

１３ 自動車教習所 

１４ 工場 

１５ 倉庫業を営む倉庫 

１６ 畜舎 

 

リゾート

商業地区 

次に掲げる建築物 

１ 住宅、兼用住宅、共同住

宅、寄宿舎又は下宿 

２ ナイトクラブその他これ

に類するもの 

３ キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

４ 個室付浴場業に係る公衆

浴場その他これに類する建

築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号。以下「政

令」という。）第１３０条の

９の３で定めるもの 

５ 小学校、中学校、高等学

校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

６ 病院 

７ 自動車教習所 

８ 工場（自家販売のために

食品製造業（食品加工業を 

 



 含む。）を営むものを除く。） 

９ 倉庫業を営む倉庫 

１０ 畜舎 

  

アミュー

ズメント

地区 

次に掲げる建築物 

１ 住宅、兼用住宅、共同住

宅、寄宿舎又は下宿 

２ ナイトクラブその他これ

に類するもの 

３ キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

４ 個室付浴場業に係る公衆

浴場その他これに類する政

令第１３０条の９の３で定

めるもの 

５ 小学校、中学校、高等学

校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

６ 病院 

７ 老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類

するもの 

８ 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

するもの 

９ 自動車教習所 

１０ 倉庫業を営む倉庫 

  

リラクゼ

ーション

地区 

次に掲げる建築物 

１ 住宅、兼用住宅、共同住

宅、寄宿舎又は下宿 

２ カラオケボックスその他

これに類するもの 

３ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

４ ナイトクラブその他これ

に類するもの 

５ キャバレー、料埋店その

他これらに類するもの 

６ 個室付浴場業に係る公衆

浴場その他これに類する政

令第１３０条の９の３で定

３０ｍ 



めるもの 

７ 小学校、中学校、高等学

校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

８ 病院 

９ 自動車教習所 

１０ 工場（自家販売のため

に食品製造業（食品加工業

を含む。）を営むものを除

く。） 

１１ 倉庫業を営む倉庫 

１２ 畜舎 

リゾート

マンショ

ン地区 

次に掲げる建築物 

１ 一戸建て住宅 

２ カラオケボックスその他

これに類するもの 

３ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

４ ナイトクラブその他これ

に類するもの 

５ キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

６ 個室付浴場業に係る公衆

浴場その他これに類する政

令第１３０条の９の３で定

めるもの 

７ 小学校、中学校、高等学

校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

８ 病院 

９ 自動車教習所 

１０ 工場（自家販売のため

に食品製造業（食品加工業

を含む。）を営むものを除

く。） 

１１ 倉庫業を営む倉庫 

１２ 畜舎 

５０ｍ 

住商複合

地区 

次に掲げる建築物 

１ 臨港道路海陽１号線に接 

次に掲げる距離 

１ ２ｍ（道路（臨港 

１２ｍ 



 する敷地にあっては、一戸

建て住宅 

２ 臨港道路海陽１号線に接

しない敷地にあっては、次

に掲げる建築物 

⑴ 店舗、飲食店又は展示 

 場 

⑵ ボーリング場、スケー

ト場、水泳場その他これ

らに類する運動施設 

⑶ 病院 

⑷ 老人ホーム、保育所、

福祉ホームその他これら

に類するもの 

３ カラオケボックスその他

これに類するもの 

４ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

５ 劇場、映画館、演芸場若

しくは観覧場又はナイトク

ラブその他これに類するも

の 

６ キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

７ 個室付浴場業に係る公衆

浴場その他これに類する政

令第１３０条の９の３で定

めるもの 

８ 公衆浴場 

９ 小学校、中学校、高等学

校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

１０ 自動車教習所 

１１ 工場（ただし、次に掲

げる事業を営むものを除

く。） 

⑴ 圧縮ガスの製造のう

ち、政令第１３０条の９

の５第２号ロに該当する

もの 

道路海陽１号線及

び臨港道路海陽３

号線を含む。）に面

するものに限る。） 

２ １ｍ（隣地境界線

に面するものに限

る。） 

 



⑵ 自家販売のために食品

製造業（食品加工業を含

む。）を営むもの 

１２ 倉庫業を営む倉庫 

１３ 畜舎 

にぎわい

商業地区 

次に掲げる建築物 

１ 住宅、兼用住宅、共同住

宅、寄宿舎又は下宿 

２ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

３ ナイトクラブその他これ

に類するもの 

４ キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

５ 個室付浴場業に係る公衆

浴場その他これに類する政

令第１３０条の９の３で定

めるもの 

６ 小学校、中学校、高等学

校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

７ 自動車教習所 

８ 工場（ただし、次に掲げ

る事業を営むものを除く。） 

⑴ 圧縮ガスの製造のう

ち、政令第１３０条の９

の５第２号ロに該当する

もの 

⑵ 作業場の床面積の合計

が３００平方メートルを

超えない自動車修理工場

（自動車販売店に附属す

るものに限る。） 

⑶ 自家販売のために食品

製造業（食品加工業を含

む。）を営むもの 

９ 倉庫業を営む倉庫 

１０ 畜舎 

 ３０ｍ 

広域型商

業地区 

次に掲げる建築物 

１ 住宅、兼用住宅、共同住 

次に掲げる距離 

１ １０ｍ（広域型商 

３０ｍ 



 宅、寄宿舎又は下宿 

２ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

３ ナイトクラブその他これ

に類するもの 

４ 小学校、中学校、高等学

校、大学、高等専門学校、

専修学校その他これらに類

するもの 

５ 自動車教習所 

６ 工場（ただし、次に掲げ

る事業を営むものを除く。） 

⑴ 圧縮ガスの製造のう

ち、政令第１３０条の９

の５第２号ロに該当する

もの 

⑵ 作業場の床面積の合計

が３００平方メートルを

超えない自動車修理工場

（自動車販売店に附属す

るものに限る。） 

⑶ 自家販売のために食品

製造業（食品加工業を含

む。）を営むもの 

７ 倉庫業を営む倉庫 

８ 畜舎 

業地区南側境界線

に面するものに限

る。） 

２ ５ｍ（道路（臨港

道路海陽３号線を

含む。）に面するも

のに限る。） 

３ １ｍ（隣地境界線

に面するものに限

る。） 

 

研修地区 次に掲げる建築物 

１ 一戸建て住宅 

２ カラオケボックスその他

これに類するもの 

３ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

４ 公衆浴場、病院又は診療

所 

５ 老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類

するもの 

６ 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

次に掲げる距離 

１ ５ｍ（市道海陽町

１号線に面するも

のに限る。） 

２ ２ｍ（臨港道路海

陽３号線に面する

ものに限る。） 

３ １ｍ（隣地境界線

に面するものに限

る。） 

３０ｍ 



するもの 

７ 自動車教習所 

８ 工場（自家販売のために

食品製造業（食品加工業を

含む。）を営むものを除く。） 

９ 畜舎 

文教地区 次に掲げる建築物 

１ 一戸建て住宅 

２ カラオケボックスその他

これに類するもの 

３ マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場その他

これらに類するもの 

４ 公衆浴場、病院又は診療

所 

５ 老人ホーム、保育所、福

祉ホームその他これらに類

するもの 

６ 老人福祉センター、児童

厚生施設その他これらに類

するもの 

７ ホテル又は旅館 

８ 自動車教習所 

９ 工場（自家販売のために

食品製造業（食品加工業を

含む。）を営むものを除く。） 

１０ 畜舎 

次に掲げる距離 

１ １０ｍ（文教地区

北側境界線に面す

るものに限る。） 

２ ５ｍ（市道海陽町

１号線又は隣地境

界線に面するもの

に限る。） 

次 に 掲 げ

る高さ 

１ ２０ｍ

（ 市道海

陽町１ 号

線か ら ５

０ｍ以 内

の 区 域 及

び文教 地

区北側境

界線か ら

５ ０ｍ以

内 の 区 域

に限る。） 

２ ３０ｍ

（ 前 号 の

区 域 以外

の 区 域 に

限る。） 

附 則 

この条例は、東三河都市計画ラグーナ蒲郡地区計画に係る都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定に

基づく都市計画の変更の告示の日から施行する。 


